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蔵 内社会学 に もとつ く

「新 しいコ ミュニ テ ィ論」 の研究

藤 岡 秀 英

「福祉社会」という概念に込められた期待は,共 に助け合う 「共助」「愛」とい

った社会原理である。しかし,現 実の社会で起こっている様々な 「社会問題」は,

そうした 「共助」や 「愛」をたんなる綺麗ごとのように思わせるほど,利 益打算的

で冷淡な様相を見せている。これに対 して,本 稿では,本 来の人間社会のあり方,

社会の本質を原点に帰ってとらえなおすため,蔵 内数太の現象学的社会学を取り上

げる。

とくに 「視界の相互性」の理論は,実 在論的社会観と名目論的社会観の調和を志

す多くの人びとの希求 したひとつの結論であり,本 稿では,「個人と社会」の関係

を 「視界」と 「体験」の意味からとらえなおす蔵内社会学の核心部分を紹介してい

る。さらに,蔵 内社会学の 「社会変動の理論」について,NPOや ボランティア ・

グループに代表される 「非営利中間組織」の役割と,そ れが新たな社会秩序の形成

へと結びつく可能性を示唆している,と の観点から考察 している。

キ ー ワー ド 福祉 社会,蔵 内数 太,視 界 の相 互性,社 会 変動 の理 論

1「 中間組織」と 「コミュ=テ ィ」をめぐる議論

1995年1月17日 の阪神淡路大震災から今 日まで,日 本は繰 り返 し大規模な自然災害に見舞

われている。幸い被災規模では阪神 ・淡路大震災での被害を超えるものはないが,自 然災害

の発生を耳にするたびに当時のことが思い出される。そして筆者にとっては,あ の震災での

経験が経済社会のあり方 を根本か ら問い直す契機とな ったように思われる。

まず,震 災による人的被害の度合いが,地 域社会のあり方 と深 く関係 していたことが示さ

れ,「地域コ ミュニティ」 の重要性が再認識された。 さらに全国か ら被災地へのボランティ

ア支援 は 「ボランティア革命」 と称され,そ の3年 後,「 特定非営利活動促進法」(1998年)

が成立 した。 このように阪神 ・淡路大震災は,近 代化 ・産業化の成熟によってもた らされた

「豊かさ」への反省と,本 来の人間社会にとって重要視されるべきコミュニティのあり方が

見直される大きなきっかけとなった。そして,近 年の 「新 しいコ ミュニテ ィ論」の多 くが,

これ らのボランティアやNPOの 展開に注 目してきたのも震災時の経験を土台としている。
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もちろんコミュニティをめ ぐる議論は,震 災のはるか以前より様々な立場から積み重ねら

れてきている。強いて言えば,こ の議論は近代化の初期の段階における貧困問題への慈善団

体による救済活動や労働組合運動の組織化にまで遡 ることができる。つまり,個 人と国家あ

るいは政府 との 「中間に組織される集団」が浮上 してきた時からこの議論が始まる。そもそ

も経済社会の 「近代化」とは 「個人の解放」「個人の自由」 を実現する過程であった。個人

が前面に出て,そ れまでの旧い共同体,村 落共同体や大家族が崩壊を余儀な くされる変化で

ある。 しか し,そ の結果,そ れ らの共同体に代わる別の中間組織が必要 となる。具体的には

地域社会 に深 く関係する中間組織 として,慈 善団体,協 同組合,労 働組合が組織 され,こ れ

らに関す る議論は19世 紀初頭にまで遡 ると言えよう。

その後,20世 紀の両大戦期を通 じて,「 中間組織」をめ ぐる議論は幾つかの流れとして展

開されてきた。1つ は 「利益団体」による圧力行使が国全体の政策決定に関与するという文 、

脈か ら,多 元社会の構造と力学が研究されてきた。 この多元社会の力学は福祉国家体制を形

成 し,さ らに官僚 システムか ら利益団体を取 り込んだ政策決定を構想す るネオ ・コーポラテ

ィズム論へと進展するが,組 織 された大衆民主主義による過大な要求の積み上げか ら 「福祉

国家」は財政的な破産に追い込まれている。

2つ 目に,行 政の肥大化と財政の破綻を前に市民が自ら行政を監視 し,行 政システムの正

常化をめざす方向が生まれて くる。一般にオンブズマンと呼ばれる市民運動がそのひとつで

ある。この路線は,市 民運動を起 こし,行 政を批判 ・告発することから,自 ら 「まちづ くり」

を組織化する動 きへとつながる。主として政治学の立場から唱えられる 「市民社会論」はこ

の路線を代表 している。

3つ 目に,社 会福祉協議会の運動と深 く関わる 「福祉 コミュニティ論」がある。岡村重夫,

三浦文夫 らに代表される 「福祉 コミュニティ」の概念は,社 会福祉学 と社会学の理論が交差

す るところで整え られ,社 会的に不利な条件に置かれた人びとを救済,支 援するという具体

的な目的を機能的に追求するための実践理論として体系化されてきた。

4つ 目に,新 たな社会秩序の構想 として 「福祉社会論」がNPOや ボランティアなど地域

社会における新 しい理念 と活動に支えられなが ら展開 している。地域コミュニティを基盤 と

しながら 「市場の原理」 ともまた 「政府の原理」とも異なる,「共助」や 「相互扶助」「連帯」

といった新たな理念にもとついた 「非営利中間組織」への期待が,市 場 と国家をも内に含む
1)

新たな体制への構想 とつながっている。

以上のように,個 人 と国家の中間領域には,業 界団体や職能団体に代表される 「利益団体」,

オ ンブズマ ンやまちづ くりに携わる 「市民団体」,地 域福祉や教育,環 境問題など具体的な

目的に取 り組むNPO,ボ ランティア ・グループの 「非営利中間組織」など,さ まざまな集

団が組織 されてきた。 これ らのいずれもが近代以前の村落共同体に代わって,個 人と国家の
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隔た りを媒介す るそれぞれの役割を担 っている。わけてもボランティア ・グループ,NPO,

生活協同組合な どの「非営利中間組織」は,共 に助 け合う 「共助」の理念によって特徴づけら

れることで,新 しい社会秩序構想 としての 「福祉社会」のなかで指導的役割が期待されてい

る。

ここまで経済体制論の立場から個人 と社会全体 との媒介項 としての「中間組織」に関す る議

論を整理 してきた。震災以降 ボランティアやNPO活 動が経済社会のあり方 に大きな影響

力を発揮するまでに至 ったことは重要な事実である。それでは 「福祉社会」は どのような社

会秩序から構成されることになるであろうか。

これを本学の野尻武敏名誉教授から足立正樹教授に継承 されてきた 「三元秩序構想」 によ

って説明するならば,市 場セクターでは 「貢献原則」が貫かれ,そ こで生 じる 「市場の失敗」

を 「公正(正 義)」 の立場か ら平等の理念の もとに補正する公共セクターが不可欠となった。

これらに対 して,NPOや ボランティアなどの 「非営利中間組織」は,「共助」「連帯」「友愛」

の関係で結ばれる第3の セクターを形成す る。経済的な分配方法が,「 市場を通 じた交換」

「公的権力による再分配」と,家 族の間に見 られるような 「互酬性にもとつ く分配」の3つ

に分けられるように,社 会秩序の普遍的本質 として,市 場セクター,公 共セクターと第3の

非営利セクターによる3つ の関係 こそが安定 した経済社会秩序を形成すると考えられる。

2「 新 しい コ ミ ュニ テ ィ論 」 の課 題

それではお互いに助け合い,協 力 し,友 愛を育む関係は,な ぜ成立するのであろうか。 ど

のような条件が整えぱ,正 常な家族関係,健 全な地域社会を取 り戻すことができるのであろ

うか。思いやりにもとつ く助け合い,信 頼できる関係が本来の人間の姿であること,目 指す

べき姿勢であるとすればそれには何が必要なのであろうか。

近代 という時代は 「個人の自由」を最大限保障することを前提においてきた。個人が自己

の利益を追求することの自由が承認され,競 争による富の獲得が正当化されると共に 「自立」

への自己責任が課せ られる。 しか し,そ こで生 じる野放図な自由は倫理を蝕み,不 正や偽 り

が暗躍する秩序の混乱をもた らしている。だから,昨 今,社 会倫理,道 徳性の回復がしきり

に訴えられている。市場で売買されるあ らゆる商品の信頼性が疑われ,公 的機関の信用失墜

が繰 り返 される中で,社 会倫理 と道徳の文化を取 り戻すことこそが必要であることに疑念の

余地はない。

私自身も家族と地域のコミュニティの再生には社会倫理,道 徳の問題か ら取 り組むことが

必要と考え,震 災後のコミュニティ研究の一環 として,経 済倫理学はもとより,キ リス ト教,

儒教,仏 教,神 道などの宗教思想か ら学ぷべき社会倫理にまで視野を広げる努力を重ねてき

た。その過程なかで浮き彫 りになってきたことは以下の疑問と課題である。
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第1の 疑問は,社 会を個人間の契約 もしくはコ ミュニケーションの関係であるとする 「社

会名目論」への根本的な疑問である。社会名目論の立場では,実 際に存在するのは具体的な

「個人」であり,個 人が他者と関わることで一時的もしくは継続的な関係 として 「社会」が

認められるだけである。

また,社 会名 目論が支配的になった ことで,倫 理の問題 も個人の利益追求を前提に した

「功利主義」が一般化 してきた。ただし,利 益追求に無制限な自由を認めてしまうと社会秩

序 はたちまち崩壊 してしまうため,近 代の倫理学は,「 他者への危害を禁止する」 という原

則を設けることで自由に制限をかけてきた。 しか し,人 間の自由とは他者への危害を加えな

い限 りでの利益追求 という程度のものであろうか。ルネサ ンス,宗 教改革,啓 蒙思想,市 民

革命と長い期間を通 じてようや く確立 された 「自由」 にはさらに深い意味 と価値があるはず

である。たしかに,西 欧近代が 「自由」 という理念を強 く前面に出せたのは 「個人」を主体

としたからでもある。個人の自由と社会の関係を明らかにする上で 「自由を尊重 しなが らも

社会名 目論を超克する方法はないのか」,こ れが第1の 課題である。

第2に,儒 教や仏教の思想を学ぶなかで,そ れらの宗教思想がオ リジナルのものとは別に

日本の風土 に馴染むようにアレンジされてきたことにも注意を払うべきだと考えてきた。つ

まり,こ の日本の風土において,儒 教,仏 教,神 道のそれぞれの思想が交流するなかで,日

本社会に固有の自然観,人 間観,社 会観が育まれてきた。この文化的蓄積はまず もって日本

語という言語の中に刻印されている。芸術文化から食文化にいたるまで日本の自然風土 とし

っか りと結 びついている。 したがって日本の経済社会を考える場合 も,こ れまでの歴史のな

かで形成 されてきた日本の社会思想,倫 理観を土台として考える必要がある。西欧近代や西

欧思想だけを手がかりにするのではな く,日 本の自然と文化に根ざした人間観 社会観から

新たな社会秩序を構想すること,こ れが第2の 課題である。

ただし,西 欧近代の思想 と日本の文化思想を相対立するものと考え るのではなく,両 者の

色彩は異なるとしても人間社会に普遍的な根本のところでは相通 じるはずである。 したがっ

て新たな秩序構想は,上 の2つ の課題を包含する一般的な 「社会理論」 として提示す ること

ができるのではないだろうか。

そして第3に,す でに上で見たように近代化 ・産業化の過程で,様 々な中間組織の形成と

それらの影響力の増大によって,経 済社会秩序はダイナ ミックな変化を展開 している。 自由

資本主義体制からその対極にある社会主義体制への壮大な実験とその失敗,西 側諸国でも経

済経過への政策介入によるコン トロール と社会保障制度の拡充によって福祉国家体制が目指

されてきた。そ して,震 災以降,わ が国で もNPO,ボ ランティア ・グループ,環 境問題や

まちづ くりに取 り組む市民団体など新たなタイプの中間組織が増えている。 これら中間組織

の多様な形態の浮上とその影響力の増大が,社 会変動,さ らには新 しい社会秩序の形成にど



蔵 内社会 学 に もとつ く 「新 しい コ ミュニ テ ィ論」 の研 究 21

のように関わるのであろうか。

とくに,戦 後の社会変動,社 会変革 は,社 会の機軸を大き く揺さぶるだけでなく,変 化の

速度 も加速化 している。 自ま ぐるしい変化の原因の1つ にはIT革 命以来の情報技術の進歩

も含まれるが,技 術進歩は変化を加速する一因であって社会変動の根本原因を技術進歩に一

元化することはできない。「われわれはどこへ行 くのか」 という問いは,わ れわれ自身が意

思決定する課題であると同時に,避 けられない 「運命」や自然のなかに生 きる存在としての

「法則」があるのではないだろうか。

さて,以 上の3つ の疑問と私 にとっての課題は,阪 神 ・淡路大震災の経験 とその後の兵庫

県長寿社会研究機構長寿社会研究所での研究を出発点としており,当 初はきわめて漠然とし

た問題意識にすぎなか った。上記の整理 も実際には,儒 教,仏 教,キ リス ト教,神 道 といっ

た宗教思想と社会思想 との関連を模索 していた頃,正 確には2002年 に蔵内数太博士の現象学
2)

的社会学を学び始めてか ら徐々に明確になってきたものである。後で見 るように,蔵 内数太

博士の理論はまさに第1の 問題に関する 「社会本質論」を現象学的に明らかにするところか

ら始まる。 さらに第2の 課題に関していえば,近 代以前の日本,中 国の社会思想と近代西欧

の社会学を結びつけなが ら,独 自の社会学理論 として体系化 している。そ して,第3の 社会

変動の説明について も,蔵 内数太独 自の 「全体社会」の概念 とこれ に含 まれる 「前集団」

「役割集団」「後集団」の意味 と 「理 ・法 ・勢 ・命」の世界観によって明らかにされている。

以下,蔵 内数太の現象学的社会学か ら学ぷべ きことを考えてみたい。

3個 人と社会の関係一 社会本質論の系譜一

社会の本質 とは何か,と いう問いは本稿で検討 しているコ ミュニティ,中 間組織にとって

も基礎的な問題であることは言うまでもない。蔵内社会学の第1の 特徴は,こ の問題に現象

学的方法を通 じて解答 しているところにある。 ここでは蔵内社会学による理解の前 に,個 人

と社会の関係,社 会本質論 に関する議論を整理 してお く。

社会本質論には,社 会名 目論と社会実在論 という対極の考え方がある。社会に関する理論

的考察は,ま ず近代自然法 に基づいて始め られ,そ の結果現われたのが社会名 目論である。

「個人」が社会を構成する基礎単位であり,個 人が自律的意思決定を行う最小単位の存在 と

して確認されると,社 会 とは個人が互いの自由意志によって形成する集合体 となる。実在す

るのはそれぞれの具体的個人であ り,そ れぞれの集合,す なわち社会はその名 目にすぎな く

なる。 これに対 して,社 会実在論 は,個 人主義的な社会観に対 し正反対の立場から社会有機

体説 として遅れて展開された。人は皆,社 会の中に生れ落ちて,社 会のなかでのみ自我を形

成す ることができるのだから,個 人よりも社会が先立 っている。さらに,た とえ社会を構成

する個人が入れ替わって もその社会が存続するという意味で,社 会こそが普遍的な実在であ
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ると考える。

社会名目論 と社会実在論,両 者は合理的に社会の本質を論 じなが らも相反する社会観であ

り,そ のどちらをとるかの問題は社会学の永遠のアポリアであるかにみえる。が,社 会学説

のなかには単純な社会実在論 も,単 純な社会名 目論 もほとんどな く,こ れまでの社会学説の

ほとんどが名目論的な理解 と実在論的な理解 との何 らかの折衷,ま たは調和を求めてきたと

いえる。具体的な個人がいなくなれば社会 もなく,個 人の選択,決 断によって新たな社会が

形成されることは経験的な事実である。他方,社 会生活には個人を超えた力学 と法則性が観

察されるか ら,す べての社会現象を個人の意思に還元することはできない。これも経験的に

明 らかである。

また,こ の名 目論 と実在論の争点は,社 会に関する 「個人の主観」と 「客観性」 との関係

に換言することもできる。「社会 とは何か」 という問いを,も う少 し具体化 して 「家族 とは,

親族とは,学 校 とは,職 場とは,地 域社会とは」 と言い換えると,そ こには経験 と結びつい

た他者 との関係がイメージされる。 しか し,経 験から一歩 はなれて,抽 象的な概念 として,

家族,学 校,地 域 といった言葉を想像すれば,社 会は自分の 「外」 に存在 し,自 然現象一

物理現象一 と同じく社会 も 「客観的な実在」のように見える。

次に,そ れぞれの個人が考える社会について具体的に語 る場合,家 族,学 校,地 域社会と

いった範疇でも,個 人の印象は必ずしも一様ではなく,む しろ個々に異なったものであるこ

とがわかる。例えば,同 じ学校に通 っていて もそこでの印象は人によって様々であるか ら,

学校という社会の意味や定義も異なって くる。このように個別の視点から見たものを相互に

照 らし合わせた時,人 によって異なる意味を もつ社会は,客 観的な実在ではなく,主 観的に
3)と

らえ られたそれぞれの表象にすぎないともいえる。

以上の議論は,「社会の本質とは何か」 という問いに対 して静態的に説明 した場合に生 じ

る対立である。 これに対 して,社 会の本質を動態的にとらえる理解 として,「心的相互作用」

(ジ ンメル),「 持続的な相互行為」(富 永健一)な どの行為論,総 じて他者 との相互作用説

として説明する立場がある。いずれも意味するところは同 じであり,社 会現象は人 と人との

動態的な関係そのもの,つ まり相互作用その もの とされる。たしかに,人 は他者 との持続的

な相互行為のなかで社会的規範や生活の知恵を学びつつ,文 化を吸収 しなが ら,自 らが社会

的な存在であることを自覚する。個人にとっては 「外部世界」を代表する他者 との相互行為

を通 じて,他 者(外 部世界)へ 働きかけることも可能である。 この点で,個 人 と社会の関係

は相互に能動的かつ動態的な関係となり,そ の結果 として生み出される文化,制 度,社 会構

造が客観的に実在する社会的事実として承認されることになる。

現在の社会学理論の多 くがこのような相互行為の理論を 「社会の本質」として承認 してい

るわけだが,相 互行為,相 互作用を 「社会の本質」とす ることは,「個人が社会 に先立 って
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存在する実体である」 と認めていることになるのではないだろうか。「社会」が,個 人間の

相互作用の舞台,ま たは相互行為そのものを示す概念であるとすれば,こ れは結局,社 会を

個人に還元する社会名 目論に戻 ったことになる。つまり,相 互行為 または相互作用として社

会関係を理解することは,そ の前提として個人が相互に切 り離されて存在する,相 互に断絶

された状態を前提としている思惟モデルである。そ して,人 と人の関係を,あ たか も物理的

な作用 ・反作用の現象にたとえ,自 然現象を説明するように社会現象を理解 している。 した

がって,相 互作用説の類はどれも 「方法論的個人主義」に立った思惟モデルであるといえよ
4)
う。

4蔵 内社会学における 「体験」と 「視界」の意味

ところで,ジ ンメルの 「心的相互作用」から人と人の社会関係は 「心の関係」であること

が明 らかにされた。「他者の心」を想像することか ら社会が形成 されると考えるのが一般常

識に近い理解であろう。そ して,蔵 内数太が選んだテオ ドール ・リットの現象学的構造分析

は,我 と汝の 「視界の相互関係」を社会関係の基本的図式と し,社 会を 「視界の相互性 に基

づ く体験事実」と定義する。

一般常識 としての他者への理解は,お 互いに相手の気持ちを推 し量 って,相 手への表象

(イメージ)を お互いに想像するという体験的関係である。 これは相手を認識するのは自分

の心であ り,自 分のなかでの内省(内 観法)に よって他者を認識する,い わば心の関係 とし

て社会を体験 している。 これに対 して リット・蔵内理論では,社 会の本質の把握を 「我体験

の現象学的構造分析」によっておこなう。

内観法による他者の認識は,認 識論的な主観のみの自分,あ たかも 「心だけの自分」であ

るが,リ ットと蔵内が出発点とする我 とは,「 体験 しつつある全体的我であ り,身 体 も,認
5)

識のはたらきも,す べてその構造的契機 として内に含んでいるような我」である。体験的全

体 としての自我にとって,身 体は自我から離 して考えられない,そ れどころか自分の身体を

自我の限界,ま た自我と他者 との境界と断定することも退 けられる。

たとえば,「 私 とは何か説明しなさい」 という問いに対 して,通 常 は自分の長所 ・短所や

特技,学 歴や資格を もって説明することから話を始めるだろう。 しか し,さ らに 「あなたの

大切な ものは何か」と聞けば,実 は,自 分が身につけているもの,衣 服や装飾品も 「私」を

語 るものであることにす ぐに気がつ く。私が大切にしている家族,友 人,そ して事物さえも,

実は自分 とのつなが り,具 体的な体験事実を通 じた絆 によって結ばれ,自 我の視界に含まれ

て くる。

これに対 して,そ うした言い回しは,想 像上のことであり,た んなる表象にすぎない,と

の反論があるかもしれない。が,蔵 内は,こ の反論 も 「ものを認識主体対認識客体の関係に
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おいて考えるからで,こ のような主客関係においては,自 己の身体 もまた表象される客体 と

ならざるをえないのである。 自己の身体は自己の もの,そ の彼方のものは我に属 しないもの,
6)とし

て区別す ることは許されない」とする。

たとえば 「私の身体は私の ものだか ら,私 の自由にしてもいいのだ」,同 様に 「私の命は

私のものだか ら私の自由にしてもいい」 という言説にしば しば出会 うが,私 の身体を所有 し

ている 「私」を身体か ら切 り離 して見ることは,実 際にはできないことである。自らの身体

を傷つけた時,痛 みを感 じない別個の 「私」などいないことがわかるだろう。それ故に,私

という 「主体」 と私の身体を切 り離 して扱 うことはできない。 したがって,私 とはまずもっ

て身体を含む体験的自我であり,さ らに周囲の人や事物 との体験 も取 り入れることで体験的

自我が成 り立 っていると考えなければな らない。つまり,現 象学的な私 とは,私 が視て体験

しているすべての客体と切 り離せない,生 きて体験 しているすべてを含むことになる。

言い換えれば,「認識の主体とその対象 となる客体を分けてとらえる」,こ れは近代合理主

義の基本的な思惟方法であるが,現 象学は,こ の主観と客観の分裂を誤 りとして退ける。体

験 している自我にとって,自 分の身体と周囲の他者,事 物 との間に明確な境界づけはできな

い。 リッ トや蔵内の言 う 「視界」 とは,視 る者 と独立に考えられた客観的事象としての空間

ではな く,「視 られた空間」である。ここで留意すべきことは,わ れわれは何かを視ようと

してはじめて視ることができるということである。何かを視 るという体験 は,す べてを視て

いるわけではな く,視 ようとしているものだけが見えている体験である。だか ら 「視 る者」,

すなわち主観は,そ の空間の中心にあり,視 る立場によって順序付けられ,統 一されている。

当然のことなが ら,聴 くという体験 もまったく同様である。何かを聴 こうとする意思があっ

てはじめてその音を聴 くことができるのであり,聴 きた くないことには 「聴 く耳 もたぬ」の

が体験の本質的意味である。

7)
5我 と汝の 「視界の相互性」

我 と汝,私 と相手 との関係は 「視界の相互性にもとつ く体験事実」 としてとらえられる。

もし,汝 として対面する相手を視 る場合,自 分 と区別された独立 した対象 として理解 しよう

とすれば,主 体 客体に分かたれた一方向的関係としかみることはできない。 しかし,目

の前の相手 と共有 している空間を含めて,体 験のままに把握 し,自 らの体験全体のなかで視

るな らば,相 手は自分 に直接的に反響を与えるものとなる。つま り,相 手 との対話,共 同作

業など社会的経験は,両 者が共有する空間,時 間のなかで共通の事実を体験 していることで

ある。そこで私の視界 と相手の視界がそれぞれ重な り合 っている,交 叉 していることが 「視

界の相互性」 であ り,「我 と汝の中には,そ れぞれ特有な相交叉 している視界が生きてい
8)
る」。
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このことは,私 の視界と相手の視界がそれぞれにあるというだけではな く,我 と汝はお互

いに相手の視界を直接的に感得 している関係であり,両 者の相互性はひとつの全体なかに秩

序づけられている。「我が視界中心であると同 じく,汝 もまた視界中心であるとして とらえ
9)

るのである。そこで汝の視界においては,我 はまたその体験 された汝である」。 このように

視界の相互性においては,我 と汝はそれぞれが単なる認識する主観であることを超越 してお

り,そ れが体験事実としての社会の本質である。

次 に,我 と汝の視界の相互性から直接的に,集 団における私の視界の中にある多数の相手

と,相 手の視界の中の多数の他者 との重複にもとつ く 「結合圏」が導かれる。つまり3人 以

上の集団では,私 は,複 数の相手 との視界の相互性を体験すると同時に,他 者同士の関係を
10)

眺めることで他者を自分との関係以外の形でも体験できる。 これが 「結合圏」である。結合

圏の中では,私 とそれぞれの相手 との個人的な視界の相互性 による体験(結 合)も あるが,

それが相からみ合 ってより複雑な全体を作っている。

われわれは,こ のことを集団の中での共同活動で具体的に体験理解す ることができる。た

とえば,集 落のお祭に参加する場合,私 は祭の準備からその片付けにいたる経過を,私 の位

置(立 場)に よって規定 される視界の中で体験す る。他者 との活動を視界の相互性において

体験 しながら,そ れに対する別の人びとの反応 も体験することになる。これらの共同の体験

や私自身の個人的な関与は,私 の視界の中で統一 され,す べてが包含されている。相手の行

動,別 の人びとの反応 も一連の活動の中で,私 の視界,私 の関心 と無関係には体験 できない

ものであり,私 の視界 とそれぞれを別々に切 り離 して区分することはできない。私の視界は,

そこに集まった人びとにそれぞれ認識され,人 びとの視界と交叉 していることが直接的に認

められるのであるか ら,私 はすでに自分の主観を超越 した関連を体験 していることになる。

直感的に表現するな ら,自 分ひとりでは味わうことのできない体験を しているという意味で

あり,お 祭で体験する,互 いの協力を通 じた連帯感や感動を伴 う達成感は,そ こに参加 して
11)

いる人 びとの視界が交叉 していることを総体 として体験 していることに他ならない。

このようにリッ トの理論にもとづきながら蔵内社会学は,自 我の 「体験」と共に広が り,

深まる 「視界」が,他 者の 「視界」 と交叉することを構造的に理解 し,社 会を具体的な体験

事実 として定義する。蔵内の言葉を借 りれば 「個人は社会 において個人であり,社 会は個人

において社会であるという規定は実在論的社会観と名 目論的社会観の調和を志す多 くの人び
12)

との 希 求 した結 論 で あ る と い え る」。

6全 体社会の概念規定

蔵内社会学では,3つ の レベルにおける社会を想定 している。第1は,こ こまで議論 して

きた視界の相互性にもとつ く体験事実 として定義される,本 質的意味での社会である。われ
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われの生活事象のなかで身近な社会体験でもあ り,こ れはもっとも一般的,抽 象的に規定で

きる社会である。「第2は,人 びとがある共同の目的 とか,理 想 とか,運 命とかいうような

対象的なものを意識 して 『われわれ』という自我の融合を体験 し,こ れによって統一的な秩

序を示 している現象である。これは集団である。そ して第3は,通 例民族 とか国民とかの言

葉で指示 されているところの高度に複合的で 自足的な社会範囲,す なわち 『全体社会』であ
13)
る」。蔵内は,「 この第3の 意味の社会は もっとも多 く歴史性を担っており,し たがって前の

二つの意味の社会に較べて一般的命題を導き出しにくい社会である」としながら,全 体社会

という概念を提唱する理由として次の2つ の ことをあげている。

「第1に,全 体社会はそこにおいて人間生活の全面が遂行されている社会的空間であり,

あ らゆる文化の場であるところの社会である意味において,独 自の社会的全体であるか ら,

それは包括的観点を要請 して,単 なる部分的諸集団の研究の集積によっては把握できない」。

「第2に,こ の全体社会の場に,他 の社会諸科学や文化諸科学の研究が一応その対象を限定
14)し

,し たがってそこにおいてこれ らの研究が相互に関連することが可能となっている」。

そ して,こ の全体社会の概念規定は,そ れが もっとも歴史性に富む社会であるだけに,ま

ず歴史 との関係でとらえられる必要があること,「全体社会は変動の観念 とただちに結合 し
15)うるような緊張を含んだも

のとして規定 されなければな らない」 とする。歴史的に視れば,

地域コミュニティが全体社会であった時代,部 族,民 族が全体社会の場合 もある。今日では,

国民国家を超えて,地 球規模の視界で全体社会を定義することもごく自然に受容 されるであ

ろう。ただ し,蔵 内は国家と全体社会 との関連については,「全体社会における社会的結合

の累積はその政治的組織化への促進因とな り,逆 に国家の求心的組織は全体社会の社会的密

度を促進するという」関係があり,と くに社会の変動の問題に関 して,「 国家と全体社会」

の関係が重要になると指摘 している。「社会変動は国家組織の上に発現 してくるものであり,

国家的統制にもとつ く難 のエネルギー艦 れて1まそれは叙述できない」か らであ£

以上 を踏まえての蔵内社会学による 「全体社会」の概念規定は,第1に,全 体社会は人間

の生活が全面的に展開する社会的空間であるが,こ のような展開への契機として,コ ミュニ

ティ(地 域社会)を 基礎においている。第2に,全 体社会の 「全体性」を示す要素 として,

①社会的分業による自足性,② 全体社会の垂直(上 下)の 分化 としての階層と階級,③ 統合

的な秩序としての政治組織,す なわち国家の要請を指摘する。第3に,全 体社会の 「社会性」

を示す要素 として,① 接触 とコミュニケーション,② 人間流動(人 びとの移動 と移住)の 影

響,③ マス ・コミュニケーションをあげている。

以下,本 稿のテーマに関わる問題 として,コ ミュニティの意味を取 り上げ,最 後に社会変

動の理論との関係を検討 してみたい。
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7全 体社会の基礎一 コミュニティ

「全体社会は多 くの集団や,さ まざまな人間関係が複合 している広域の地域的社会である

だけな く,人 間のあ らゆる生活の面に対応する社会分化が出揃 っている社会である」。「要す

るに全体社会の概念は……諸結合の複合,地 域的範囲,生 活の自足性 という3つ の要因によ
17)

って構成 される」。そ して,こ の全体社会という概念が成立するための 「契機」 は,こ れ ら

3つ の要因を含むコミュニティにある。その理 由として,第1に コ ミュニテ ィは直接的に接

触可能な人びとのほとんどを含んでいる社会であること。第2に,コ ミュニティでは,家 族

から集落組織などの社会的結合によって様々な協力関係があり,そ こで生活様式の等質化が

起こること。加えて第3に,コ ミュニティは特有の景観をもつ地域全体 としての感性を育み,

自然を含む地域全体 に自分も含まれているという体験を共有する。

しか しなが ら,コ ミュニティは他のコミュニティと地理的 ・物理的につながっており,時

には他地域か らの移住者が舞い込んだ りして,地 縁社会は拡大 していく傾向も備えている。

こうして地域的拡大 と人 口密度の増大が,「 人びとの間の選択的協力 と,社 会分化を促進す

る。 このことがやがて人間のあらゆる生活の側面,あ らゆる価値の種類に対応する協力や団
18)

結を含む広域の社会一 全体社会の成立を可能にする」のである。 このように 「全体社会」

という広域社会は,コ ミュニティの展開形態 として考え られねばな らないとされる。

逆に言えぱ,コ ミュニティは全体社会の縮図であ り,全 体社会を表象す る雛形 になってい

る。われわれはコミュニティでの体験から全体社会を演繹 して構想 しているのであり,政 治

組織 としての国家 もコミュニティの自治組織を拡大 ・増大させたものであると言えよう。 さ

らに言えば,コ ミュニティ内の社会変動が全体社会の変動に先立 って展開す ることで,新 た

な社会秩序への雛形を示す可能性 も含んでいるのではないかと思われる。

8社 会変動の理論

さまざまなコ ミュニティという生活の場に対 して,全 体社会の統合要因は,既 述のように,

産業や文化としての分業,政 治的統合 としての国家,伝 達の諸活動があげられ,階 層や階級

も全体社会の構造要素に数え られた。 これ らの統合要因は,全 体社会の体制を維持す るため

に活動 してお り,経 済社会の秩序の再生産を繰 り返 しつつ,動 態的な変化を継続 している。

蔵内社会学では,こ の全体社会の概念規定に,2つ の問題から取 り組んでいる。1つ は全体

社会の文化型の取 り扱い方,2つ 目が全体社会の変動の取 り扱い方である。蔵内の言 う 「文

化型」 とは,社 会学史上の類型として,軍 事型 と産業型,身 分 と契約,習 慣の社会 と発明の

社会,共 同社会 と利益社会な ど,全 体社会の類型化に関する規定要素の検討を意味 している。

が,こ こではこれらには触れずに,「全体社会の変動」について考えてみたい。
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全体社会の変化を もたらす要因は,そ の全体性 と社会性を特徴づけるそれぞれの要素に内

在 している。①経済活動,文 化活動での分業化の進展そのものの動態的変化,② 人びとの移

動や情報伝達といったコ ミュニケーションが広が り,そ の絶対量 と密度 も増大 していく傾向,

それらの変化に対 して,③ 経済社会秩序を維持するため,政 治的統合を図る国家の活動があ

る。 さらに全体社会の構造要素 としての階級,階 層 も,そ れぞれが全体社会の構造に緊張を

生み出 している。そ して,こ れらの要因,要 素から社会変動がもた らされるには,具 体的な

集団行動が介入 している。この集団を蔵内は 「前集団」「役割集団」「後集団」の3つ に分類
19)

し,社 会における人間の意志決定を左右する4個 の要因 「理」「法」「勢」「命」 と関連付け

ることで,全 体社会における 「社会変動の一般理論」を構築 しようと試みている。

まず,「 理法勢命」は,社 会的な統一体を維持する要因として使われている。第1に 全体

社会において 「コ ミュニケーションは社会的に支持されている潮流,『 勢』をつ くり出 して
20)

全体社会の要因 となる」,次 に国家を秩序づけるための規範,つ まり法律 や道徳や慣習が

「法」 と位置づけられる。これら 「勢」と 「法」はいずれ も社会に由来する力,社 会的事実

である。

他方,社 会 には本質的に社会の外から働いている力がある。個々人の出生が運命的に規定

されているように,「社会はその自然,人 間的基礎において運命と個性に制約 されている」。

この運命や個性が 「命」 に象徴 される。そ して,「社会は環境の法則 ,心 理の法則,精 神の

永遠の法則になん らか適応関係をもたなければ存立 し得ない。これらの法則は人がそれを認

識すると否に拘わ らず妥当 しているところのもので,本 来社会を超越 し,社 会に先立つもの
21)

である」。 これ らの法則が 「理」 に対応する。

運命(命),法 則(理)は 社会のかなたか ら社会を規定 している力(超 社会的)と して社

会 に内在化 され,先 の潮流(勢)と 規範(法)は いずれ も社会その ものか ら生み出される

(社会的)。 また,個 別性 と一般性の観点か ら分 けると,命 と勢 は個別的,一 回的な ものを

現わ し,理 や法は事物や人を一般的に規定 している。

理法勢命はこのように全体社会の構成を分析する手がかりとして示されてお り,同 時に社

会変動の集団因子,す なわち 「前集団」,「役割集団」,「後集団」の機能を説明する際にも用

いられる。

前集団(Vorgruppe)と は,あ る体制が成立する以前か ら存在する集団であ り,現 体制 に

超社会的 社会的

個別的 運命(命)Gescbick 潮 流(勢)Strom

一 般 的
法則(理)Gesetz 規範(法)Nom

(※蔵 内数太:『 増補版社会学』P.8よ り転載。)
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先行 している旧い集団である。近代以前か らの伝統的な職人集団や宗教者の集団な どがその

一例 と言えるであろう。「前集団はそれ自体の統一性 と,国 家以前の自律性への回想におい

て国家的統一内部の不安定的要素である。それは本来の 自立性へ 『退行』 し,分 裂的行動を
22)

なす可能要因である」。前集団はすでに存在 し,運 命に巻 き込まれた集団であるとの意味か

ら 「命」に対応する。

役割集団(Rollegruppe)は,「 国家的統合を前提 とし,そ の機能を担当する人間集団ない

し組織である。この集団はフォーマルな面ではあ くまで も国家 目的に従属 し,時 には中心権

力の企てる変革の従順な遂行者 ともなる」。 したがって,社 会的な規範を司る役割を担 うこ

とからその機能は 「法」に対応する。 しか し,官 僚の不祥事,政 官財の癒着による汚職,犯

罪に象徴 されるように,「官僚は与えられた規制 と限界を超えて,自 己自身のために組織を

維持 し,さ らにその団結を権力伸張の手段としようとする。 このような意味で,役 割集団に
23)

は公的に与え られた任務か らの 『逸脱』の可能性が結びつく」。

後集団(Nachgruppe)は,あ る体制の成立後 に組織 されてきた集団,事 後現象であ り,

「現体制に対 して調和できず,あ るいは不満を感 じてきたものの集団である。 それは反抗者

と脱瀦 の集団であ乱 後集団は現体制のなカ・か ら必然的に生み出されてき燦 団であ り,

人が人として生きる上での必要を満たすための活動をおこなう意味で 「理」を担 う。 さらに

後集団がマイノリティか らマジョリティになることが社会変動の因子 としての新たな潮流に

つながることから 「勢」と対応する。

全体社会の変動 は,前 集団,役 割集団,後 集団のそれぞれの活動の展開に内在 している。

蔵内理論では,そ れぞれの集団活動の変化は,そ の構成員である人びとの行動の仕方が変化

することから始ま競 その累積から集団の背後にある基礎的な秩序の推移が もたらされ,社

会現象のなかに変革 ・非連続が観察されて くる。当初は表面的には変化がなくとも,そ の底

辺,個 人やコミュニティのレベルでの変化,ま たはやがて社会的様相 として明らかになる変　

化が認められ,そ れが新たな制度にまで顕在化 して,社 会秩序の変革を導 くのである。

9む すびにかえて

以上が蔵内社会学における 「社会変動の理論」であるが,本 稿の冒頭で論 じてきた 「非営

利中間組織」の成長 と高揚が,蔵 内の言う 「後集団」 と重なることに,も はや説明の必要は

ないと思 う。そして,社 会本質論の定義か らして,近 代化 ・産業化の力学と市場経済 システ

ムの作用が,旧 い共同体を解体 させ,本 来的な社会関係を喪失させてきたことへの深い反省

を示唆 しているのではないだろうか。

また,蔵 内数太の現象学的社会学への批判として,蔵 内社会学は社会をゲマインシャフ ト

(共同社会)と して定義している一元論であり,現 実の近代化 ・産業化によって強化されて
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きたゲゼルシャフ ト(利 益社会)を 等閑視 しているとの議論 もある。確かに,テ ンニエスの

ゲマインシャフ トとゲゼルシャフ トの区別は,実 在論的社会観 と名 目論的社会観 との1っ の

調和であったと言え る。 しか し,そ れは,近 代以前 と近代以後の社会類型,つ まり全体社会

の 「文化型」の説明概念 として意義深いが,社 会の本質をとらえたものであるか どうかは再

度検討すべきではないかと思う。

「社会はわれわれの体験事実であり,社 会とは何かということはわれわれの体験において

既にとらえられているのである。これが反省され直視 されなければならないのである。社会

は,他 の諸科学が対象 とする客観的な事象とは異なった距離において,わ れわれにとって所

与であるのである。人間の相互関係を,客 観界における事物相互の関係 と同 じレベルで見 る

のではなく,主 体相互の関係 として,我 ・汝の関係 として,み るべきである。これはテオ ド

ル ・リットの立場であったが,こ の点は高田保馬氏 も昭和20年 の 『社会学の根本問題』で反

省 している。『社会関係は事物の関係の如 く認識主観によって任意に思い定められたるもの
27)

ではな く,主 体相互間に体験せられつつある事実である』」。

そ して,今 日の様々な社会問題を考えるとき,私 は人間の本質か ら社会の普遍的な本質を

つかみなおす ことの必要性があると思 う。 さらに冒頭で論 じてきた 「非営利中間組織」の成

長 と役割についても,蔵 内社会学を通 して,後 集団としての非営利中間組織に共通する特性,

期待 される役割がぼんや りとではあるが見えて くるのではないだろうか。近代社会を超克す

る新たな社会秩序の構想 としての 「新 しいコミュニティ」は,「 視界の相互性にもとつ く体

験事実」という本来の社会関係から育 まれなければならない。そのための様々な具体的な活

動の累積か ら,社 会の原点を取 り戻す新たな 「福祉社会」への展望を開 くことが期待される。

最後に,筆 者は2003年8月 から半年間,蔵 内社会学の理解を求め内地研究員 として追手門

学院大学矢谷慈國教授にお世話になった。蔵内数太博士の最後の直弟子の矢谷教授 との出会

いは,ま さに私にとって 「命」であったと思 う。そして,関 西学院大学名誉教授,領 家穣先

生か らは,蔵 内先生の日常と数々のエピソー ドをお聞きしながら,社 会学研究の真髄を教え

ていただいた。矢谷先生のアパー トでは,毎 週(毎 晩)の ように酒を飲み,学 生諸君 も加わ

った宴会がなされているが,そ こで懇意 にしていただいた原子物理学者の藤原一郎先生との

議論,科 学者 として自由に生きる姿勢から,常 に学び続けるロマンを教えていただいている。

本稿は,本 来であれば内地研究の終了時に書き上げるべきものであったが,5年 目をもって

ようや く脱稿するにいたった次第であり,ご 指導いただいた矢谷教授 ,領 家名誉教授,藤 原
28)一郎先生に,こ の場を借 りて深 く感謝申し上げます。

注

1)ま た,社 会政策論と社会学が交差し経済社会の全体のあり方を体制論的に問う議論として,経
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済社 会 シス テム全体 の方 向性 を議 論 す る立 場 か ら,武 川正吾 に代 表 され る 「地域 福 祉計 画」 に関

す る研 究 があ る。

2)蔵 内数太 の現 象学 的社会 学 を知 った のは,追 手 門学 院大学 経済 学部 で非 常勤講 師 を担 当 して い

た時,2001年12月 に島本美 智男教 授 の部屋 で の矢 谷慈 國教授 との出会 い が初 めて であ った。 そ の

夜 に矢 谷教 授か ら蔵 内数太 の主著 『社 会学 』 を紹介 され,数 日後 に これ を入 手 し読 み始 め た時の

衝 撃 は生涯 忘 れ られ な い。 それ は私 が求 めて い た人 間観,社 会観 に関 す る社 会科 学 が1962年 に は

実現 され て いた との強 い衝 撃 だ った。

3)富 永 健 一 は社会 に関す る主観 説 と客 観説 を,「 主 体一 客体 の相 似性 」 と して定 式 化 して 「主

観 が単 な る主観 で はな く客 観 に転 化 す るメ カニ ズムを解 明す る視 点」 を 「カ ッシー ラーが 『人間

性 へ の鍵 」 と呼 んだ シ ンボル」(文 化)に 求 めて い る。(富 永健 一:『 社 会学 原理 』,岩 波 書店,

1986年,第1章 第1節 を参 照 の こと。)

4)ジ ンメ ルの心 的相互 作用 説 へ の批 判 につ いて,蔵 内数 太 は次 の よ うに書 いて い る。 「心的 相互

作用 は本 来断続 的 に行 われ る。 心的相 互作 用 に社 会の 本質 を見 出す な らば,社 会 関係 を 自己同一

的,持 続 的対 象 と して考 え るこ とがで きな いの で はないか とい う問題 が あ る。 何 よ りも心 的相互

作用 の観 念 は空間 的物 体相 互 の間 の因果 的 関係 を思惟 の モデ ル と してお り,物 体 は空 間 にお いて

相互 に絶 対 的に分裂 してい るか ら,こ の関係 の 図式 に したが って社会 の 本質 を考 え る限 り,個 人

は社 会 に先立 って存 在 す る実体 とな り,社 会 はそれ に従属 す る機能 で あ るにす ぎな くな る とい う

困難 が避 け られ ない。社 会関 係,た とえ ばA・B,2人 の間 の関係 は われ われ に外在 す るAとB

との関係 で はな く,わ れわ れが それ に内在 す るAとBと の,す な わ ちA我 とB汝 との関係 と して

本質 的 に規 定 され るべ きで は ないか。」蔵 内数 太:『 増 補版 社会 学』培 風 館,1962年,P.145よ り

引用。

5)蔵 内数太:『 増 補版社 会学 』,前 掲書,P.150よ り引用 。

6)同 上,P.151よ り引用。

7)蔵 内の テ キス トで は,リ ッ トに則 って,ま ず 「視界 の相 互性」 と して時 間 的体験,生 の諸 瞬 間

の構 造か ら 「視 界 の相 互性 」 の議論 を始 め てい る。 そ こで は 「生 の各 瞬 間 は視 界 をは なれ て は存

在 で きな い」 ことか ら体験 我 にお け る,過 去,現 在,未 来 の視 界 の交 叉 を説 明 して い る。 が,本

稿 で は,紙 幅 の都合,こ の議論 を踏 まえず に 「我 と汝 」 の関係 に議論 を進 めて い る。

8)蔵 内数 太:『 増補版 社会 学』 同上,P.157よ り引用。

9)同 上,P.161よ り引用。

10)結 合 圏(GeschlossenerKreis)は 社 会集 団 の範 囲 を示 す リ ッ トの概 念 で あ る。(Vgl.Theodor

Litt:IndividumundGese猷Shafi,3,AujZtrge,1£ipzig,1926,SS.379-408.)

11)「 リ ッ トは,我 ・汝 の関係 にお け る視 界 の相 互性 に対 して,自 我 の体 験 と総体 体 験 とを結合 す

る構造 的連 関 を社会 的交叉(sozialeVerschdnkung)と 名 づ けた」(蔵 内数 太:前 掲 書,P.160よ り

引用)。VgLTheodorLitt:ibidS.399.

12)蔵 内数 太:前 掲書,P.162よ り引用 。

13)蔵 内数 太:前 掲書,P.235よ り引 用。

14)同 上,P.234よ り引用。

15)同 上,P.235よ り引用 。

16)同 上,P.239よ り引用 。
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17)同 上,P.240よ り引用 。

18)同 上,P.241よ り引用 。

19)「 理 法勢 命 は中 国の古典,閏 度 原編 『聴松 堂語 鏡』(1650年)に 由来 してお り,そ の点生 硬 で あ

るが,蔵 内 によ る と言葉 の意 味す ると ころは,表 現 に違 いは あ って も古今 東西 の学者 によ って社

会 的,歴 史的 な ものを論 じる場合 お のずか ら採用 されて きた と ころの もので あ る」。(米 村 昭二:

「蔵 内社 会学 の展 開一 人 と思想 をめ ぐる一序 説一 」,『社会 学 評論 』第40巻 第4号,日 本社 会

学会編,1990年,P.381よ り引用 。)

20)蔵 内数 太:前 掲書,P.7よ り引用 。

21)同 上,P.8よ り引用。

22)同 上,P.264よ り引用 。

23)同 上,P。265-266よ り引用 。

24)同 上,P.266よ り引用 。

25)全 体社 会 の変 動 に は,「 人 間 の意欲 」 に関 す る,「 外 在 規定 」「内在 規定 と意 志 決定 」 が大変 重

要 な意 味 を もって い る。 が,本 稿 で は紙 幅 の都合 これ ら人 間の意 志 に関す る理 論的考 察 を省 か ざ

るをえ ない。 この 点,一 番大 事 な部分 が抜 け落 ちた紹介 とな って いる との批判 が あ ると思 わ れ る

が,こ の点 につ いては次 の機 会 に埋 め るこ とに した い。

26)蔵 内数太:前 掲書,P.269を 参照 の こと。

27)蔵 内数太:「 富 永健 一 『社会 学原 理』 につ い て」,『理 論 と方 法 』,数 理 社 会学 会 編集 委 員会,

1987年,P.104よ り引用。

28)筆 者 は,蔵 内数太 著作 集刊 行会 か ら関西学 院大 学社会 学部 に残 されて いた著 作集 全巻 を頂 いて

い る。 す で に販売 は終 了 し,最 後 の1セ ッ トとな って いた もの をお願 い した際,「 なぜ今 頃蔵 内

数 太 を読 み た いのか」 と尋 ね られ,「 矢谷 慈 國教 授 の下 で研究 します 」 と応 え た私 に 「それ な ら

ば」 とお譲 り頂 い た次第 で あ る。誠 に失 礼 なが ら改 めて こ こに感 謝 申 し上 げ ます。


